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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホッパから一枚ずつ繰り出された原稿を搬送する搬送手段と、
　前記搬送手段で搬送される前記原稿の長さを検出し、この検出の結果を用いて前記原稿
の親／続紙を識別する原稿長検出手段と、
　前記搬送手段で搬送される前記原稿のイメージを取得する読取手段と、
　前記原稿長検出手段が前記原稿を親であると識別した場合に、前記取得されたイメージ
の所定領域の記載内容を認識し、及び、前記原稿長検出手段が前記原稿を続紙であると識
別した場合に、前記取得されたイメージの文字認識を行わない文字認識手段と、
　を備え、
　前記原稿がレセプトであることを特徴とする文字認識装置。
【請求項２】
　ホッパから一枚ずつ繰り出された原稿を搬送する搬送手段と、
　前記搬送手段で搬送される前記原稿のイメージを取得する読取手段と、
　前記読取手段が取得したイメージを用いて前記原稿の外形寸法を検出し、この検出結果
を用いて該原稿の親／続紙を識別する外形識別手段と、
　前記外形識別手段が前記原稿を親であると判断した場合に、前記取得されたイメージの
所定領域の記載内容を認識し、及び、前記外形識別手段が前記原稿を続紙であると識別し
た場合に、前記取得されたイメージの文字認識を行わない文字認識手段と、
　を備え、



(2) JP 4238564 B2 2009.3.18

10

20

30

40

50

　前記原稿がレセプトであることを特徴とする文字認識装置。
【請求項３】
　所定サイズの１枚目の用紙であって、文字認識領域を有する親原稿と、該親原稿と異な
る大きさの２枚目以降の用紙であって、文字認識領域を有しない続紙原稿とが混在する原
稿束を処理する文字認識装置であって、　
　ホッパから一枚ずつ繰り出された原稿を搬送する搬送手段と、
　前記搬送手段で搬送される前記原稿の長さを検出し、この検出の結果を用いて前記原稿
の親／続紙を識別する原稿長検出手段と、
　前記搬送手段で搬送される前記原稿のイメージを取得する読取手段と、
　前記原稿長検出手段が前記原稿を親であると識別した場合に、前記取得されたイメージ
の所定領域の記載内容を認識し、及び、前記原稿長検出手段が前記原稿を続紙であると識
別した場合に、前記取得されたイメージの文字認識を行わない文字認識手段と、
　を備えることを特徴とする文字認識装置。
【請求項４】
　所定サイズの１枚目の用紙であって、文字認識領域を有する親原稿と、該親原稿と異な
る大きさの２枚目以降の用紙であって、文字認識領域を有しない続紙原稿とが混在する原
稿束を処理する文字認識装置であって、　
　ホッパから一枚ずつ繰り出された原稿を搬送する搬送手段と、
　前記搬送手段で搬送される前記原稿のイメージを取得する読取手段と、
　前記読取手段が取得したイメージを用いて前記原稿の外形寸法を検出し、この検出結果
を用いて該原稿の親／続紙を識別する外形識別手段と、
　前記外形識別手段が前記原稿を親であると判断した場合に、前記取得されたイメージの
所定領域の記載内容を認識し、及び、前記外形識別手段が前記原稿を続紙であると識別し
た場合に、前記取得されたイメージの文字認識を行わない文字認識手段と、
　を備えることを特徴とする文字認識装置。
【請求項５】
　前記原稿が親である場合には所定の印字を行い且つ前記原稿が続紙である場合には当該
続紙原稿を直前に検出された親原稿に関連づけるための印字を行う印字手段をさらに備え
ることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の文字認識装置。
【請求項６】
　親／続紙の認識結果に応じて前記原稿の排出ポケットを選択するソータをさらに備える
ことを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の文字認識装置。
【請求項７】
　前記原稿が続紙である場合に当該続紙原稿のイメージを直前に検出された親原稿のイメ
ージに関連づけて保存するイメージ保存手段をさらに備えることを特徴とする請求項１～
６のいずれかに記載の文字認識装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、例えばレセプト処理装置等の文字認識装置に関し、特に、親原稿と続紙とが
混在する原稿束を処理する文字認識装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の文字認識装置について、レセプト処理装置を例に採って説明する。レセプト処理装
置とは、診療報酬明細書（以下、「レセプト」と記す）を扱う文字認識装置である。
【０００３】
レセプト処理装置としては、例えば、以下の特許文献で開示されたものが知られている。
【０００４】
図７は、従来のレセプト処理装置の構成例を示す概念図である。図７に示されたように、
従来のレセプト処理装置７００は、スキャナ７１０とソータ７２０とを備えている。
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【０００５】
スキャナ７１０のホッパ７１１には、多数のレセプト７０１を収容することができる。こ
れらのレセプト７０１は、１枚ずつ、搬送路７１２に繰り出されて搬送され、ソータ部７
２０に送られる。搬送路７１２上を搬送される際、読取部７１３は、レセプト７０１から
イメージを読み取る。読み取られたイメージは、文字認識部７１５に送られる。文字認識
部７１５は、かかるイメージの文字認識を行う。
【０００６】
図８の概念図に示したように、レセプト７０１は、ＯＣＲエリア８０１を備えている。文
字認識部７１５によって得られた文字認識情報のうち、このＯＣＲエリア８０１に関する
情報は、レセプト７０１の分類等に使用される。
【０００７】
続いて、印字部７１４が、レセプト７０１に、番号を印字する。
【０００８】
スキャナ７１０の全体制御は、制御部７１６によって行われる。
【０００９】
ソータ部７２０に送られたレセプト７０１は、ガイド機構７２１によって、ポケット７２
２－１，７２２－２，７２２－３のいずれかに収容される。収容されるポケット７２２－
１，７２２－２，７２２－３は、文字認識部７１５の認識結果に応じて決定される。
【００１０】
このようにして、レセプト７０１を、保険者ごと或いは医療機関ごとに分類することがで
きる。
【００１１】
【特許文献１】
特開平８－２７２８８３号公報
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
レセプトは、医療機関から保険者への請求書であり、診療報酬の明細が記載される。この
ため、診療の内容によっては、１枚のレセプトに明細のすべてを記載することができない
場合がある。このような場合には、１件の請求について、複数枚の用紙を使用する必要が
ある。
【００１３】
レセプトの原票（１枚目の用紙、以下「親レセプト」と記す）としては、一般にＡ４サイ
ズの用紙が使用される。そして、追加の用紙は、一般に「続紙単票」と呼ばれており、親
レセプトよりも小さい用紙が使用される。通常、続紙単票には、ＯＣＲエリアは設けられ
ていない。図９（Ａ）の概念図に示したように、親レセプトに１枚または複数枚の続紙単
票が添付される場合、これらはクリップ等で綴じられる。
【００１４】
しかしながら、親レセプトと続紙単票とが綴じられている場合、上述のようなレセプト処
理装置７００で処理することはできない。このため、従来は、図９（Ｂ）の概念図に示し
たように、オペレータが、続紙単票を含むレセプトと含まないレセプトとを選別していた
。そして、オペレータは、続紙単票を含まないレセプトのみをレセプト処理装置７００で
処理し、続紙単票を含むレセプトについては手作業でデータ入力、分類、番号付与等を行
っていた。このような手作業は、オペレータの作業負担を増大させる要因になっていた。
【００１５】
このような理由から、続紙単票を含むレセプトを処理することができる文字認識装置が嘱
望されていた。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
　（１）第１の発明に係る文字認識装置は、ホッパから一枚ずつ繰り出された原稿を搬送
する搬送手段と、搬送手段で搬送される原稿の長さを検出しこの検出の結果を用いて原稿
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の親／続紙を識別する原稿長検出手段と、搬送手段で搬送される原稿のイメージを取得す
る読取手段と、原稿長検出手段が原稿を親であると識別した場合に取得されたイメージの
所定領域の記載内容を認識し、及び、原稿長検出手段が原稿を続紙であると識別した場合
に、取得されたイメージの文字認識を行わない文字認識手段とを備える。ここでは、原稿
がレセプトであるのが良い。なお、原稿の親が所定サイズの１枚目の用紙であって、文字
認識領域を有しており、原稿の続紙が親原稿と異なる大きさの２枚目以降の用紙であって
、文字認識領域を有しない構成にしても良い。
【００１７】
このような構成によれば、原稿長に基づいて親／続紙を識別することができ、親原稿であ
ると識別された場合にのみ文字認識を行うので、続紙単票であっても、扱うことが可能で
ある。
【００１８】
　（２）第２の発明に係る文字認識装置は、ホッパから一枚ずつ繰り出された原稿を搬送
する搬送手段と、搬送手段で搬送される原稿のイメージを取得する読取手段と、読取手段
が取得したイメージを用いて原稿の外形寸法を検出しこの検出結果を用いて原稿の親／続
紙を識別する外形識別手段と、外形識別手段が原稿を親であると判断した場合に取得され
たイメージの所定領域の記載内容を認識し、及び、外形識別手段が原稿を続紙であると識
別した場合に、取得されたイメージの文字認識を行わない文字認識手段とを備える。
【００１９】
このような構成によれば、外形寸法に基づいて親／続紙を識別することができ、親原稿で
あると識別された場合にのみ文字認識を行うので、続紙単票であっても、扱うことが可能
である。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。なお、図中、各構成成分
の大きさ、形状および配置関係は、本発明が理解できる程度に概略的に示してあるにすぎ
ず、また、以下に説明する数値的条件は単なる例示にすぎない。
【００２１】
第１の実施の形態
以下、この発明の第１の実施の形態について、この発明をレセプト処理装置に適用した場
合を例に採って説明する。
【００２２】
図１は、この実施の形態に係るレセプト処理装置の構成を示す概念図である。図１に示し
たように、このレセプト処理装置１００は、スキャナ１１０と、１台または複数台のソー
タ１２０，１２０，・・・とを備えている。スキャナ１１０は、ホッパ１１１、給紙部１
１２、搬送路１１３、媒体検知センサ１１４ａ，１１４ｂ、レセプト長検知センサ１１５
、読取部１１６、印字部１１７、認識部１１８および制御部１１９を備えている。また、
ソータ１２０，１２０，・・・は、それぞれ、水平搬送路１２１、媒体検知センサ１２２
、垂直搬送路１２３－１，１２３－２，１２３－３、垂直ブレード１２４－１，１２４－
２，１２４－３、ポケット１２５－１，１２５－２，１２５－３およびソータ制御部１２
６を備えている。
【００２３】
ホッパ１１１は、レセプト１０１を収容する。すなわち、このホッパ１１１上には、レセ
プト（親レセプトおよび続紙単票）１０１が積層される。
【００２４】
給紙部１１２は、ホッパ１１１に積層されたレセプト１０１を１枚ずつ繰り出して、搬送
路１１３に給紙する。
【００２５】
搬送路１１３は、給紙部１１２から受け取ったレセプト１０１を一定速度で搬送して、初
段のソータ１２０に送る。
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【００２６】
媒体検知センサ１１４ａは、給紙部１１２から搬送路１１３に給紙されたレセプト１０１
の先端および後端を検出する。この媒体検知センサ１１４ａにより、給紙部１１２や読取
部１１６の周辺における紙詰まりを検出することができる。一方、媒体検知センサ１１４
ｂは、印字部１１７直下を通過するレセプト１０１の先端および後端を検出する。この媒
体検知センサ１１４ｂにより、印字部１１７の周辺における紙詰まりを検出することがで
きる。媒体検知センサ１１４ａ，１１４ｂとしては、例えばフォトカプラ等を使用するこ
とができる。
【００２７】
レセプト長検知センサ１１５は、レセプト１０１の先端および後端を検出する。後述する
ように、レセプト１０１の前端の検出タイミングと後端の検出タイミングとの時間差から
、このレセプト１０１の搬送方向の長さを検出することができる。検出結果は、認識部１
１８に送られる。レセプト長検知センサ１１５としては、例えばフォトカプラ等を使用す
ることができる。
【００２８】
読取部１１６は、搬送路１１３上を搬送されるレセプト１０１のイメージを読み取る。読
み取られたイメージは、認識部１１８に送られる。
【００２９】
印字部１１７は、搬送路１１３上を搬送されるレセプト１０１に対して、処理番号等の印
字を行う。印字の内容については、後述する。
【００３０】
認識部１１８は、外形識別部１１８ａと文字認識部１１８ｂとを備えている。外形識別部
１１８ａは、後述するように、レセプト長検知センサ１１５から受け取った検出結果を用
いて、レセプト１０１の外形寸法を識別する。文字認識部１１８ｂは、親レセプトのＯＣ
Ｒエリア８０１（図８参照）に対する文字認識を行う。外形識別部１１８ａの識別結果お
よび文字認識部１１８ｂの文字認識結果は、制御部１１９に送られる。
【００３１】
制御部１１９は、内部メモリとして、排出記憶部１１９ａおよびイメージ保存部１１９ｂ
を備えている。この制御部１１９は、後述するように、認識部１１８から受け取った外形
識別結果および文字認識結果に応じて、印字部１１７による印字の内容およびそのレセプ
ト１０１が収容されるポケットの選択を行う。また、制御部１１９は、スキャナ１１０全
体の動作を制御する。
【００３２】
水平搬送路１２１は、搬送路１１３または前段の水平搬送路１２１からレセプト１０１を
受け取って、搬送する。
【００３３】
媒体検知センサ１２２は、レセプト１０１の先端および後端を検出する。この媒体検知セ
ンサ１２２により、搬送路間の接続部や垂直ブレード１２４－１の周辺における紙詰まり
を検出することができる。媒体検知センサ１２２としては、例えばフォトカプラ等を使用
することができる。
【００３４】
垂直搬送路１２３－１～１２３－３は、垂直ブレード１２４－１～１２４－３によって導
かれたレセプト１０１を、上方に搬送する。
【００３５】
ポケット１２５－１～１２５－３は、垂直ブレード１２４－１～１２４－３によって導か
れたレセプト１０１を収容する。
【００３６】
ソータ制御部１２６は、制御部１１９から受け取った情報に基づいて、搬送路１２１、垂
直ブレード１２４－１～１２４－３および垂直搬送路１２３－１～１２３－３等の制御を
行う。
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【００３７】
次に、図１に示したレセプト処理装置１００の動作を説明する。図２は、レセプト処理装
置１００の動作を示すフローチャートである。
【００３８】
レセプト処理装置１００を稼働させる前に、オペレータは、ホッパ１１１にレセプト１０
１を積載する。このとき、親レセプトと続紙単票とがクリップ等で綴じられているものに
ついては、オペレータは、そのクリップ等を外して、親レセプトが一番上になるように（
続紙単票よりも先に搬送路１１３に繰り出されるように）、ホッパ１１１に積載する。そ
の後、オペレータの操作により、レセプト処理装置１００が稼働する。
【００３９】
最初に、給紙部１１２が、ホッパ１１１に積載されたレセプト１０１を順次一枚ずつ繰り
出して、搬送路１１３に給紙する（図２のＳ２０１参照）。繰り出されたレセプト１０１
は、媒体検知センサ１１４ａを通過して、レセプト長検知センサ１１５に達する。
【００４０】
そして、レセプト長検知センサ１１５が、以下のようにして、レセプト長を検出する（図
２のＳ２０２、図３参照）。なお、かかるレセプト長検出と並行して、後述するような、
読取部１１６によるイメージの取得が行われる（図２のＳ２０３参照）。
【００４１】
図３は、レセプト長検出の原理を説明するための概念図であり、親レセプトＲ１、この親
レセプトに添付されていた続紙単票Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、単紙Ｒ５、Ｒ６が順次搬送路１１
３に繰り出された場合の例である。ここで、「単紙」とは、続紙単票が添付されていない
親レセプトを意味する。
【００４２】
上述のように、搬送路１１３は、レセプト１０１を一定速度で搬送する。そして、レセプ
ト長検知センサ１１５が、レセプト１０１の先端および後端を検出する。例えば、レセプ
ト長検知センサ１１５がフォトカプラの場合、このフォトカプラの発光素子と受光素子と
の間にレセプト１０１の先端が達すると、このレセプト１０１によって発光素子から受光
素子に達する光が遮られるので、受光素子の受光光量が急激に減少する。一方、フォトカ
プラの発光素子と受光素子との間をレセプト１０１の後端が通過し終えると、かかる遮光
が行われなくなって、受光素子の受光光量が急激に増加する。レセプト長検知センサ１１
５は、受光素子の受光光量が急激に低下するタイミング（先端検出タイミング）と急激に
上昇するタイミング（後端検出タイミング）との差を、算出する。レセプト１０１の移動
速度をＶ、レセプト１０１の先端および後端の検出タイミングをｔ１，ｔ２とすると、レ
セプト１０１の搬送方向の長さ（すなわち横方向の長さ）Ｌは、Ｖ（ｔ２－ｔ１）で与え
られる。
【００４３】
その後、レセプト長検知センサ１１５は、レセプト長の検出結果を用いて、レセプトの種
類（親レセプトまたは続紙単票）を判断する（図２のＳ２０４参照）。ここで、親レセプ
トとしては、常に、同一外形寸法の用紙が使用される。この実施形態では、親レセプトと
して、Ａ４サイズ（すなわち縦２９７ｍｍ且つ横２１０ｍｍ）を使用することにする。一
方、続紙単票としては、縦方向の長さがＡ４よりも短く且つ横方向の長さがＡ４と同一ま
たは短い用紙が使用される。したがって、レセプト長検知センサ１１５の検出結果Ｌが２
１０ｍｍの場合は、レセプト１０１が親レセプトであるのか或いは続紙単票であるのかを
判断することはできない。この場合、レセプト処理装置１００は、ステップＳ２０５以降
の処理を実行する。一方、Ｌ＜２１０ｍｍの場合は、レセプト１０１が続紙単票であると
判断できる。この場合、レセプト処理装置１００は、ステップＳ２１１以降を実行する。
【００４４】
上述のように、レセプト長検出と並行して、レセプト１０１のイメージの取得が行われる
（図２のＳ２０３参照）。この処理では、読取部１１６が、搬送路１１３上を搬送される
レセプト１０１のイメージを取得して、そのまま認識部１１８に送る。
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【００４５】
ステップＳ２０５では、認識部１１８内の外形識別部１１８ａが、レセプト１０１の外形
認識処理を行う。レセプト１０１のイメージは、外形識別部１１８ａに取り込まれ、内部
のイメージメモリに一時的に格納される。図４は、読取部１１６によって取得されたイメ
ージを示す概念図であり、（Ａ）は親レセプトの場合、（Ｂ）は続紙単票の場合である。
この実施の形態では、搬送路１１３の搬送路面を光学的に黒色で構成している。このため
、黒領域（背景）と白領域（レセプト１０１の外縁部）との境界が、レセプト１０１の外
形となる。外形識別部１１８ａは、イメージを縦横両方向にサーチして黒画素から白画素
への変化点または白画素から黒画素への変化点を検出し、この検出結果を用いてレセプト
１０１の外形を認識する。このようにして認識された外形の寸法と、実際のレセプト１０
１の寸法との比は、１：１である。したがって、外形識別部１１８ａに格納されたイメー
ジを用いて、レセプト１０１の外形寸法を検出することができる。そして、このようにし
て得られた外形寸法から、外形識別部１１８ａは、レセプト１０１の親レセプト／続紙単
票の区別を認識する（図２のＳ２０６参照）。レセプト１０１が親レセプトであると認識
された場合、レセプト処理装置１００は、ステップＳ２０７以降を実行する。一方、レセ
プト１０１が続紙単票であると認識された場合、レセプト処理装置１００は、ステップＳ
２１１以降を実行する。
【００４６】
レセプト１０１が親レセプトの場合、ステップＳ２０７では、認識部１１８内の文字認識
部１１８ｂが、ＯＣＲエリア８０１（図８参照）内の文字を認識する（図２のＳ２０７参
照）。そして、認識結果を、制御部１１９に送る。
【００４７】
制御部１１９は、文字認識部１１８ｂの認識結果に基づいて、印字部１１７の印字内容と
、そのレセプト１０１が排出されるポケット（各ソータ１２０のポケット１２５－１～１
２５－３のいずれか）とを決定する（図２のＳ２０８参照）。この決定の結果は、排出記
憶部１１９ａに格納される。そして、レセプト１０１が印字部１１７に達すると、制御部
１１９は、印字部１１７を制御してレセプト１０１に対する印字を行わせる（図２のＳ２
０９参照）。
【００４８】
図５は、印字部１１７による印字内容の一例を示す表である。図５は、図３に対応してお
り、親レセプトＲ１、この親レセプトに添付されていた続紙単票Ｒ２，Ｒ３，Ｒ４、単紙
Ｒ５，Ｒ６が順次検出された場合の例である。図５に示されたように、親レセプトＲ１が
検出されたときは、ＯＣＲエリア８０１の認識結果に基づいて、レセプトの処理日付‘０
２０２２８’と、号機番号‘００１’と、処理番号‘００００１’とが印字される。また
、続紙単票Ｒ２は、親レセプトＲ１に続いているので、この親レセプトＲ１に添付された
続紙単票であると判断され、親レセプトＲ１の処理番号と、添付書類の１枚目であること
を示す番号‘１’とが印字される。ここで、親レセプトＲ１の分類番号のうち処理番号の
みを続紙単票Ｒ２に印字することとしたのは、続紙単票は親レセプトよりも用紙の幅が小
さい場合があり、このため印字幅を狭くしなければならないからである。例えば、レセプ
ト処理装置１００で処理できる続紙単票の最小用紙がＡ６である場合、この続紙単票に対
する印字の幅は、Ａ６用紙の印字領域内に収まるように決定される。同様に、続紙単票Ｒ
３，Ｒ４に対しても、親レセプトＲ１の処理番号と添付書類の２枚目、３枚目であること
を示す番号‘２’，‘３’とが印字される。また、単紙Ｒ５，Ｒ６については、Ａ４サイ
ズであることより親レセプトであると判断されるので、レセプトの処理日付‘０２０２２
８’、号機番号‘００１’および処理番号‘００００２’，‘００００３’が印字される
。
【００４９】
排出先となるポケットは、例えば号機番号に応じて決定すればよい。
【００５０】
また、制御部１１９は、排出記憶部１１９ａに格納された排出先を、各ソータ１２０のソ
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ータ制御部１２６に送る。ソータ制御部１２６は、指定されたポケットが次段以降のソー
タに属する場合は、垂直ブレード１２４－１を操作して、そのレセプト１０１を次段のソ
ータ１２０に導く（図２のＳ２０９参照）。一方、指定されたポケットが自装置内のポケ
ットである場合は、垂直ブレード１２４－１を操作してレセプト１０１を垂直搬送路１２
３－１に導き、さらに、垂直ブレード１２４－２，１２４－３を操作してレセプト１０１
を該当するポケットに排出する（図２のＳ２０９参照）。
【００５１】
その後、制御部１１９は、外形識別部１１８ａ内のイメージメモリからレセプト１０１の
イメージ情報を読み出すとともに、排出記憶部１１９ａから印字内容および排出ポケット
の情報を読み出し、これらの情報を関連づけてイメージ保存部１１９ｂに格納する（図２
のＳ２１０参照）。
【００５２】
一方、レセプト１０１が続紙単票の場合、このレセプト１０１は、直前に検出された親レ
セプトの続紙単票であると判断される。続紙単票であると判断された場合には、文字認識
を行わない。一般に、続紙単票にはＯＣＲエリア８０１が設けられていないからである。
【００５３】
制御部１１９は、排出記憶部１１９ａから、対応する親レセプトの情報を読み出す。そし
て、この情報に基づいて、印字部１１７の印字内容と（図５参照）、そのレセプト１０１
が排出されるポケット（各ソータ１２０のポケット１２５－１～１２５－３のいずれか）
とを決定する（図２のＳ２１１参照）。続紙単票の場合、排出先となるポケットとしては
、例えば親レセプトと同じポケットが選択される。この決定の結果は、排出記憶部１１９
ａに格納される。そして、レセプト１０１が印字部１１７に達すると、制御部１１９は、
印字部１１７を制御してレセプト１０１に対する印字を行わせる（図２のＳ２１２参照）
。
【００５４】
さらに、制御部１１９は、排出記憶部１１９ａに格納された排出先を、各ソータ１２０の
ソータ制御部１２６に送る。ソータ制御部１２６は、親レセプトの場合と同様にして、該
当するポケットにレセプト１０１を排出する（図２のＳ２１２参照）。
【００５５】
その後、制御部１１９は、外形識別部１１８ａ内のイメージメモリからレセプト１０１の
イメージ情報を読み出すとともに、排出記憶部１１９ａから印字内容および排出ポケット
の情報を読み出し、これらの情報を関連づけてイメージ保存部１１９ｂに格納する（図２
のＳ２１３参照）。
【００５６】
なお、上述のステップＳ２１０，Ｓ２１３で排出記憶部１１９ａに格納された情報は、レ
セプト処理装置１００の処理結果として、図示しない表示手段或いは印刷手段により表示
或いは印字することができる。
【００５７】
このように、この実施の形態に係るレセプト処理装置１００によれば、親レセプトと続紙
単票とを自動的に判別することができ、且つ、親レセプトと続紙単票とを関連づけてレセ
プト１０１への印字やポケット１２５－１～１２５－３への搬出等を行うことができるの
で、オペレータの作業負担を軽減できる。
【００５８】
第２の実施の形態
次に、この発明の第２の実施の形態について、この発明をレセプト処理装置に適用した場
合を例に採って説明する。
【００５９】
この実施の形態の全体構成は、第１の実施の形態と同様であるので（図１参照）、説明を
省略する。
【００６０】
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この実施の形態に係るレセプト処理装置は、主として、続紙単票のイメージを制御部１１
９がイメージ保存部１１９ｂに保存するときの動作等が、上述の第１の実施の形態の装置
と異なる。
【００６１】
以下、この実施の形態に係るレセプト処理装置の動作を説明する。図６は、この実施の形
態に係るレセプト処理装置の動作を示すフローチャートである。
【００６２】
まず、オペレータは、第１の実施の形態と同様にして、レセプト１０１をホッパ１１１に
積載する。その後、オペレータがレセプト処理装置１００を稼働させると、給紙部１１２
が、ホッパ１１１に積載されたレセプト１０１を一枚ずつ搬送路１１３に繰り出す（図６
のＳ６０１参照）。レセプト長検知センサ１１５は、第１の実施の形態と同様にして、レ
セプト長を検出する（図６のＳ６０２、図３参照）。さらに、このレセプト長検出と並行
して、読取部１１６によるイメージの取得が行われる（図６のＳ６０３参照）。そして、
第１の実施の形態と同様、レセプト長検知センサ１１５による親レセプト／続紙単票の判
断が行われ（図６のＳ６０４参照）、判断できなかった場合は、外形識別部１１８ａによ
る親レセプト／続紙単票の判断が行われる（図６のＳ６０５参照）。
【００６３】
レセプト１０１が親レセプトであると認識された場合、文字認識部１１８ｂがＯＣＲエリ
ア８０１（図８参照）内の文字を認識し（図６のＳ６０７参照）、認識結果を制御部１１
９に送る。制御部１１９は、文字認識部１１８ｂの認識結果に基づいて印字部１１７の印
字内容および収納先となるポケット１２５－１～１２５－３を決定し、決定の結果を排出
記憶部１１９ａに格納する（図６のＳ６０８参照）。そして、制御部１１９は、外形識別
部１１８ａ内のイメージメモリからレセプト１０１のイメージ情報を読み出して、イメー
ジ保存部１１９ｂに格納する。さらに、制御部１１９は、第１の実施の形態と同様にして
、レセプト１０１に対する印字を行い、ソータ１２０，１２０，・・・のいずれかのポケ
ットにレセプト１０１を排出する（図６のＳ６０９参照）。その後、制御部１１９は、第
１の実施の形態と同様にして、レセプト１０１のイメージと排出記憶部１１９ａに格納さ
れた情報とを関連づけて、イメージ保存部１１９ｂに格納する（図６のＳ６１０参照）。
【００６４】
一方、レセプト１０１が続紙単票であると判断された場合、まず、制御部１１９は、排出
記憶部１１９ａから、対応する親レセプトの情報を読み出す。そして、この情報に基づい
て、印字部１１７の印字内容（図５参照）と、そのレセプト１０１が排出されるポケット
とを決定する（図６のＳ６１１参照）。この決定の結果は、排出記憶部１１９ａに格納さ
れる。そして、レセプト１０１が印字部１１７に達すると、制御部１１９は、印字部１１
７を制御してレセプト１０１に対する印字を行わせる（図６のＳ６１２参照）。さらに、
制御部１１９は、排出記憶部１１９ａに格納された排出先を、各ソータ１２０のソータ制
御部１２６に送る。ソータ制御部１２６は、親レセプトの場合と同様にして、該当するポ
ケットにレセプト１０１を排出する（図６のＳ６１２参照）。
【００６５】
続いて、制御部１１９は、外形識別部１１８ａ内のイメージメモリからレセプト１０１の
イメージ情報を読み出すとともに、排出記憶部１１９ａから印字内容および排出ポケット
の情報を読み出し、これらの情報を関連づけてイメージ保存部１１９ｂに格納する（図６
のＳ６１３参照）。ここで、この実施の形態では、続紙単票に関するデータを、既に保存
されている親レセプトに関するデータ（Ｓ６１０参照）に関連づけて保存する。すなわち
、親レセプトに関するデータと、この親レセプトに添付されていた続紙単票に関するデー
タとが、一体化された状態で、イメージ保存部１１９ｂに保存される。
【００６６】
なお、第１の実施の形態と同様、上述のステップＳ６１０，Ｓ６１３で排出記憶部１１９
ａに格納された情報は、レセプト処理装置１００の処理結果として、図示しない表示手段
或いは印刷手段により表示或いは印字することができる。
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【００６７】
このように、この実施の形態に係るレセプト処理装置によれば、第１の実施の形態と同様
、親レセプトと続紙単票とを自動的に判別することができ、且つ、親レセプトと続紙単票
とを関連づけてレセプト１０１への番号印字やポケット１２５－１～１２５－３への搬出
を行うことができるので、オペレータの作業負担を軽減することができる。
【００６８】
加えて、この実施の形態では、イメージ保存部１１９ｂへの保存も、親レセプトと続紙単
票とを関連づけて行われるので、オペレータによるイメージデータの管理負担も軽減する
。
【００６９】
なお、第１、第２の実施の形態ではレセプト長検知センサ１１５と外形識別部１１８ａと
を用いて親レセプト／続紙単票を判別することとしたが、これらの一方のみを用いて判別
を行うことも可能である。例えば、外形識別部１１８ａのみを使用してすべての判別を行
うことも可能である。但し、外形識別部１１８ａは複雑な画像処理を行うので処理時間が
長くなり易く、したがって、高速のレセプト処理を行うにはレセプト長検知センサ１１５
を併用することが望ましい。また、短手幅（搬送方向の長さ）がＡ４用紙と同一サイズの
続紙単票を使用しない場合は、レセプト長検知センサ１１５のみを用いて親レセプト／続
紙単票の判別を行うことも可能である。
【００７０】
第１、第２の実施の形態では搬送路１１３の搬送面を光学的に黒色で構成したが（図４参
照）、レセプト長検知センサ１１５のみを用いて判別を行う場合には光学的に白い搬送面
で構成してもよい。
【００７１】
また、第１、第２の実施の形態において、ソータ１２０の段数や１台のソータに設けられ
るポケットの個数は、任意であり、レセプト処理装置の使用条件等に応じて適宜変更して
実施することができる。
【００７２】
【発明の効果】
以上詳細に説明したように、本発明の文字認識装置によれば、親原稿と続紙原稿とが混在
する原稿束を処理することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１、第２の実施の形態に係る文字認識装置の全体構成を示す概念図である。
【図２】第１の実施の形態に係る文字認識装置の動作を説明するためのフローチャートで
ある。
【図３】第１の実施の形態に係る文字認識装置の動作を説明するための概念図である。
【図４】第１の実施の形態に係る文字認識装置の動作を説明するための概念図である。
【図５】第１の実施の形態に係る文字認識装置の動作を説明するための概念図である。
【図６】第２の実施の形態に係る文字認識装置の動作を説明するためのフローチャートで
ある。
【図７】従来の文字認識装置の全体構成例を示す概念図である。
【図８】従来の文字認識装置の動作を説明するための概念図である。
【図９】従来の文字認識装置の動作を説明するための概念図である。
【符号の説明】
１１０　スキャナ
１１１　ホッパ
１１２　給紙部
１１３　搬送路
１１４ａ，１１４ｂ　媒体検知センサ
１１５　レセプト長検知センサ
１１６　読取部
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１１７　印字部
１１８　認識部
１１８ａ　外形識別部
１１８ｂ　文字認識部
１１９　制御部
１１９ａ　排出記憶部
１１９ｂ　イメージ保存部
１２０　ソータ
１２１　水平搬送路
１２２　媒体検知センサ
１２３－１，１２３－２，１２３－３　垂直搬送路
１２４－１，１２４－２，１２４－３　垂直ブレード
１２５－１，１２５－２，１２５－３　ポケット
１２６　ソータ制御部

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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